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背景
EUはGDPの約15％を公共調達に費やしています。この資金がどのように使われるかは、EASPD会員に直接影響を及ぼします。公共調達を通じて、当団体の会員は、不可欠な障害者ケアおよび支援サービスを提供する契約を獲得し、職員にとっての質の高い労働環境に投資し、障害のある人々の有意義な雇用機会を創出することができます。
しかし現実には、公共調達は複雑でリスクが高く、障害者サービス分野を支援するはずの仕組みの多くが依然として利用できない状況にあります。本解説書では、欧州委員会の公共調達指令に関する評価報告に基づき、障害者サービス事業者が公的資金へのアクセスをめぐる主要なバリアを明らかにし、調達制度の抜本的な改革がなぜ緊急に必要であるかを説明します。

はじめに
今年および来年にわたり、欧州委員会（EC）はEUの公共調達規則の見直しを進めています。このため、ECは関連する指令に関する総合的な評価報告書を公表し、既存の法令をどのように再構築すべきかについて、根拠となるデータや有益な知見を提供しました。
EUの公共調達枠組みは、建設からITサービスに至るまで、公的機関によるあらゆる物品・サービスの調達方法を規定していますが、その中には、障害者サービス事業者の特有の性質に対応するために設けられた専門的なセクションも含まれています。最近公表された評価報告書[footnoteRef:1]は、実施面における重大な問題を明らかにしており、これはEASPDおよびそのパートナー団体が一貫して指摘してきた課題の大部分を裏付けるものです。具体的には、過度に複雑な規則、社会的ツールの利用が限定的であること、品質基準の採用が不十分であること、非営利の社会サービス事業者が直面するバリア、そして国連障害者権利条約（UNCRPD）の実施改善に向けて指令を活用する意欲の欠如などが挙げられます。 [1:  欧州委員会事務局作業文書：「公共的事業（concessions）に関する指令2014/23/EU」、「公共調達に関する指令2014/24/EU」、および「公益事業(utilities)に関する指令2014/25/EU」の評価。] 

EASPDは、障害者サービス分野に関する主要な調査結果を取り上げ、会員にとって重要な事項の簡潔な分析を提供するため、本解説書を作成しました。なお、本解説書は必ずしもEASPDの見解を反映するものではなく、ECの報告書の結論およびそれらがEASPDの活動にどう関係するかを伝えるものです。

主な評価結果
この分野において、質、継続性、社会的影響を優先させることを意図した柔軟な措置は、依然としてほとんど活用されていません。EU加盟国の圧倒的多数が、あらゆる契約形態において標準的な調達手法を適用しており、社会サービスをインフラ事業と何ら変わらぬものとして扱っています。また、実施状況は国によって大きく異なり、EU全体で一貫性を欠いており、この分野における国境を越えた調達は依然としてごくわずかです。
この状況は、社会的に不利な立場にある人を雇用する非営利組織や社会的経済の事業者に対して、制度的なバリアを生み出しています。これらの組織や事業者は、個人中心のケアを提供するのに最も適した組織であるにもかかわらずです。その結果、社会サービスの実態を支援しない調達システムが形成されています。以下のセクションでは、社会サービスに関する本報告書の主な評価結果について、より詳細に説明します。

• 「簡易調達制度」（light regime）：利用は少なく、複雑
簡易調達制度（第74～77条）は、公共機関が社会・介護サービスを、通常よりも柔軟かつ官僚的な手続きを省いた形で調達できるように設計された、簡素化された公共調達規則です。この制度は、社会サービスの特有の性質、すなわち品質、継続性、アクセシビリティ、手頃な価格、利用可能性、総合性、利用者ニーズ、社会的に弱い立場の人々の包摂、利用者の参画、および革新をふまえたものです。
評価報告書は、簡易制度が社会・保健サービスにおいて意図したとおりに機能していないことを浮き彫りにしています。発注元の公的機関は、簡易制度の活用方法について明確さや確信を欠き、訴訟を恐れる傾向にあります。その結果、簡易制度の対象となる契約の「5件中4件近く」が、実際には指令の一般規則に基づいて入札され、分析対象となった100件の契約のうち、簡易制度を正しく適用していたのはわずか7件に過ぎませんでした。さらに、この評価報告書では、EU全加盟国において、過去6年間で「優先契約」（reserved contract）が利用されたのはわずか70件に過ぎないことが判明しました。
[bookmark: _Hlk229654695]加えて、第77条には2種類の時間的制約が含まれており、これらが組み合わさることで、組織が安定的あるいは予測可能な形で優先契約に頼ることが極めて困難になっています。すなわち、最大3年という契約期間の（優先契約は3年を超えて継続できない）と、3年間の非受注ルール （組織は、その後3年間、同一のサービスについて別の優先契約を受注できない）。障害支援サービスの質は、継続性、安定性、そして途切れない人間関係に依存しているため、これらの制限が組み合わさることで、優先契約はサービス事業者にとってあまり魅力的ではない選択肢となっています。
その結果、社会サービスは、例えば建設やIT契約に適した枠組みの下で調達されています。利用者中心かつ継続性を重視したサービス（第76条の基準：質、継続性、アクセシビリティ、利用者の参画、革新性）のために意図された柔軟性は、依然として十分に活用されていません。最後に、多くの事業者が行政上のバリアに直面しており、契約モデルがサービスの質と相容れないという問題もあります。

• 優先契約：利用率が低い
第20条は、障害のある人や社会的に弱い立場の人を雇用する保護作業所や企業に対し、公共調達への参加権を優先的に確保することを目的として制定されました。
この条項の利用がもたらす潜在的な利益にもかかわらず、評価報告書によれば、加盟国における利用の実例はほとんど見られません。報告された事例では、ハンガリーで1件、スロバキアで15件、スロベニアで4件の契約が利用されたのみです。

• 非営利および社会的経済（social economy）のサービス事業者が直面する根強いバリア
この評価では、柔軟性が認められているにもかかわらず、非営利組織の公共契約へのアクセスが困難であることが強調されています：「社会サービスの提供に関与する非政府組織および非営利組織は、公共契約へのアクセスに関して困難に直面している。」
競争入札モデルでは、品質よりも価格が優先されることが多く、小規模な社会的経済事業者（EASPD加盟団体に典型的な形態）は競争に参入することが困難です。さらに、大規模な入札がロットに分割されていないことや、不均衡な要件が課されていることから、障害支援事業者が他の経済主体と競争することは困難です。このことから、社会ケア・支援サービスの特殊性が指令では十分に考慮されていないという結論が導かれます。

• 社会的責任重視の公共調達（SRPP）対「最低価格」アプローチ
指令には、MEAT（経済的に最も有利な入札）およびBPQR（最良の価格・品質比）の原則が盛り込まれており、これにより公共機関は、単に最も安い入札を選ぶのではなく、品質、社会的影響、その他の重要な基準を考慮した上で、総合的な価値に基づいて契約を結ぶことが可能となります。
欧州委員会の評価によると、加盟国には社会的基準を適用するための法的手段があるにもかかわらず、その大半は社会的基準を活用していないことが示されています。その代わりに、多くの当局は、法的異議申し立てへの懸念や、入札に社会的配慮を組み込む方法に関する専門性の欠如から、最低価格の入札者に契約を授与するという慣れ親しんだ手法に安易に依存しています。「訴訟リスク」は最大のバリアの一つです。社会的基準を活用する上での最大の課題は、これに「公共調達担当者の能力不足」と「専門性の欠如」が加わります。
これは重大なリスクです。なぜなら、低価格の提案は、入札価格に含まれる人件費の削減によることが非常に多いからです。しかし、障害のある人の雇用主は、労働者に不利益を与えること（支援費用や賃金の削減）はできないため、最低価格調達では、より安い入札価格とするために労働基準を引き下げる事業者と比較して、競争上の不利な立場に置かれてしまいます。
EASPDは、社会的責任重視の公共調達（SRPP）を「最低価格の選択肢」に代わる標準基準とすること、および異常に低い入札を入札プロセスから排除することを繰り返し求めてきました。下の図（評価報告書p.140）に見られるように、SRPPは加盟国において依然として極めて重要な位置を占めています。

図36　社会的責任重視の調達を目指す指令の規定（例：優先契約、障害者へのアクセシビリティ要件、すべての利用者を考慮した設計など）は、依然として適切かつ有効である
（原文は円グラフだが翻訳の都合で表にした。）
強くそう思う　　　　　　7.4%
そう思う　　　　　　　35.5%
どちらとも言えない　　19.1％
そう思わない　　　　　19.5％
強くそう思わない　　　14.5％
分からない　　　　　　　4.1％
有効回答数691　

• 加盟国間の不一致と、社会サービスの国境を越えた展開の弱さ
評価報告書によると、社会サービス調達における国境を越えた参加は事実上存在せず、他加盟国の事業者が参加する契約はわずか0.1％から0.6％にとどまっています。これは、各国の行政、組織、文化的な状況が異なるため、社会サービスの背景が加盟国ごとに異なっているという事実によって説明されています。したがって、加盟国はサービス事業者の選定方法について、広範な裁量権を保持すべきです。
評価では、簡易調達制度、社会条項、および優先契約の利用が全般的に低く、かつ極めて不均一であることが示されています。これは、社会サービスや障害者雇用の特殊性をふまえたEU全体での一貫した慣行が欠けていることが一因と考えられます。
- 社会サービスおよびその他の特定サービス（保健、社会、教育、文化など）に対する簡易手続きは、フランスとドイツで最も広く利用されており、2016年から2022年の間に公表された簡易手続きによる落札結果公告の全件数の約17％をそれぞれ占めています。次いでスペイン（約12％）、イタリアとポーランド（各約9％）が続きます。国内調達に占める割合で見ると、ハンガリーが簡易手続き用標準様式を用いた落札公告の割合が最も高く（約67％）、次いでフィンランド（約64％）、エストニア（約56％）、ドイツ（約40％）となっています。一方、キプロス、ルクセンブルク、マルタ、スロバキアは、簡易手続き対象分野で契約を締結しているにもかかわらず、これらの専用様式を用いた公告の公表件数は極めて少なかったです。
- すべての加盟国が、優先契約に関するEU規則を国内制度に組み込んでいますが、一部では制限付きで適用しています。
- 社会条項（SRPP）については、広範なSRPP枠組みや社会条項の積極的な活用が注目される国として、フランスとドイツ（国内法・目標、ガイドライン、モニタリング）、スペインとポルトガル（社会基準を伴う手続きの件数および割合が多い）、 フィンランド、スウェーデン、デンマーク、アイルランド（ガイドライン、社会的に責任ある入札や条項の報告割合が高い）、ならびにオーストリア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロベニア、ベルギー、ラトビア、エストニア、イタリア、ルーマニア（社会基準、優先契約、または特定のサービスにおける義務的な社会的要件を含む法律や行動計画）などが挙げられます。

• 欧州委員会が認めた前向きな進展
評価報告書では、ベルギー、フランス、ポルトガル、オランダにおけるSRPP（社会的責任重視の公共調達）に関する法的枠組みや国家戦略の拡充、および一部の国における優先契約の活用など、いくつかの前向きな傾向が指摘されています。さらに、公共調達が障害のある人を含む社会的に不利な立場にある人の雇用促進に寄与し得るという認識が、全般的に広まっていることも、こうした傾向を裏付けています。
成果の高い加盟国には、社会的側面に対応した公共調達戦略の採用、発注する公的機関に指導や専門知識を提供する専門の支援センターやネットワークの存在、あるいは社会的責任のある公共契約に関する具体的な最低目標の導入など、共通の成功要因が見られることが多いです。

EASPD会員への示唆
この評価報告書は一貫したパターンを示しています。問題は指令の適用範囲ではなく、社会サービス向けに設計された仕組みが、実際には必ずしも機能していないという事実にあります。ほぼすべての側面（簡易制度、特定サービスに対する優先契約、社会的責任のある調達、閾値の適用、国境を越えた協力）において、証拠は調達ツールと社会サービスの性質との間に構造的な不整合があることを示唆しています。保護作業所や障害のある人を雇用する事業者向けの優先契約に関しては、サービス事業者にとっての潜在的な可能性にもかかわらず、このツールは十分に活用されていません。
国内の枠組みが整備されている国々でさえ、EU全体の調達制度が萎縮効果をもたらす可能性があります。多くの当局は、EU規則に違反する恐れや、いつ公共調達規則を適用すべきか、あるいは別の制度の方が適しているのはどのような時かについて明確さが欠如していることから、社会的配慮の適用を制限しています（これはEASPDの調査[footnoteRef:2]でも指摘されています）。専門家レベルの法的解釈を必要とする制度は、「簡素な」ものとは見なせません。この複雑さは、簡素化という本来の目的そのものを損なっています。その結果、加盟国間で実施状況にばらつきが生じ、指令が掲げる社会的目標が弱められています。 [2:  EASPD. 社会サービスにおける公共調達に代わる選択肢の構築：どのような法的選択肢が存在するか？ 討論ノート –2022年12月。アクセス：　htps://easpd.eu/fileadmin/user_upload/News/EASPD_discussion_note_Developing_Alternatives_to_Public_Procurement_in_Social_Services_what_legal_option_exist.pdf] 

社会サービスの越境購入が限定的であることは、社会サービスが地域に根ざし、個人に合わせられ、各国の福祉制度に組み込まれているという現実を反映しています。市場が国境を越えていない場合、市場開放や競争といったEUの通常の目標は適用されない可能性があるにもかかわらず、依然として同様の管理的負担が課されています。
さらなる指導、研修、能力構築は不可欠ですが、それだけでは不十分です。これまでの取り組み（各国のガイドライン、能力支援センター、啓発活動など）は一定の効果をもたらしたものの、核心的な問題（法的不確実性、訴訟への懸念、限られた調達能力）を解決するには至っていません。
最後に、評価報告書は、社会的責任重視の調達がEU全域で政治的な支持を集めつつあることを認めています。これは、社会的目標をより支援する環境が整いつつあるという前向きな兆候です。しかし、それは同時に、加盟国が指令「のおかげで」ではなく「にもかかわらず」革新を行っているという状況も生み出しています。

結論
欧州委員会の評価報告書は、公共調達が質の高い障害者サービスや障害のある人の有意義な雇用を支援する可能性を秘めている一方で、現行の枠組みでは実務においてこれを十分に実現できていないことを裏付けています。
証拠は、法的枠組みが善意に基づいているものの、依然として複雑すぎ、法的なリスクが高く、社会福祉サービスの現実と整合性が乏しいため、障害者支援サービス分野を支援することが目的のツールであるのに、十分に活用されていないことを示しています。
「簡易調達制度」は実際にはそれほど「簡易」ではなく、優先契約は実用性に乏しく、社会的責任重視の調達も不均一であり、品質やインクルーシブな雇用を損なう最低価格競争に圧迫されています。
この評価の結果は、より簡素で明確であり、社会福祉サービスに真に適した枠組みへの見直しを求める確固たる根拠となるものです。それは当局が品質、アクセシビリティ、継続性、社会的影響を優先できるようにする公共調達の枠組みです。
(翻訳：佐藤久夫)
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